
１

手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料

２

手
数
料
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
際

に
徴
収
し
な
い
手
数
料
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の(

手
数
料
条
例

別
表
第
一
四
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料
を
除
く
。)

３

手
数
料
条
例
別
表
第
一
十
四
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料(

情
報
科

学
芸
術
大
学
院
大
学
に
お
い
て
徴
収
す
る
も
の
に
限
る
。)

号

外�
平

成
二
十
四
年

四

月

一

日

１

手
数
料
条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
数
料

２

手
数
料
条
例
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
請
の
際

に
徴
収
し
な
い
手
数
料
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の(

手
数
料
条
例

別
表
第
一
四
の
表
に
規
定
す
る
手
数
料
を
除
く
。)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

○
岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二

告

示

○
岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正
(

出
納
管
理
課)

四

規

則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
二
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
四
条
中｢

第
十
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で｣

を｢

第
九
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
二
の
項
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣
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岐
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日



中
小
企
業
課

労
働
雇
用
課

企
業
誘
致
課

産
業
技
術
課

地
域
産
業
課

商
業
流
通
課

情
報
産
業
課

観
光
課

モ
ノ
づ
く
り
振
興
課

商
業
流
通
課

企
業
誘
致
課

情
報
産
業
課

中
小
企
業
課

労
働
雇
用
課

報
道
・
振
興

施
設
調
整
課

課
厚
生
課

厚
生
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品
の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に

関
す
る
こ
と
。

国
際
戦
略
推
進
課

報
道
課

連
携
振
興
課

施
設
調
整
課

運
営
調
整
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
二
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四

年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中｢

三
万
円｣

を｢
五
万
円｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
条
第
二
項
中｢(

契
約
書
を
作
成
し
た
も
の
を
除
く
。)｣

を
削
る
。

別
表
二
上
欄
中

｢

モ
ノ
づ
く
り
振
興
課
、
商
業
流
通
課
、
企
業
誘
致
課
、
情
報
産
業
課
、
中
小
企

業
課
、
労
働
雇
用
課｣

を｢

中
小
企
業
課
、
労
働
雇
用
課
、
企
業
誘
致
課
、
産
業
技
術
課
、
地
域
産
業

課
、
商
業
流
通
課
、
情
報
産
業
課
、
観
光
課
、
国
際
戦
略
推
進
課｣
に
、｢
報
道
・
振
興
課
、
施
設
調

整
課｣

を｢

報
道
課
、
連
携
振
興
課
、
施
設
調
整
課
、
運
営
調
整
課｣

に
、 ｢

｢

｢

を

に
、

｣

｢を

に
改
め
る
。

｣
｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
職
員
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
林
政
部
森
林
整
備
課
の
部
及
び
東
濃
振
興
局
の
部
を
削
り
、
同
表
中
山
間
農
業

研
究
所
の
部
中｢

識
別
カ
ー
ド｣

を｢

有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
の
用
に
供
す
る
識
別
カ
ー

ド(

以
下｢

識
別
カ
ー
ド｣

と
い
う
。)｣

に
改
め
、
同
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
総
務
課
の
項

中｢

識
別
カ
ー
ド｣

を｢

特
定
消
耗
品(

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

別
表
第
三
に
掲
げ
る
特
定
消
耗
品
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)｣

に
改
め
、
同
部
取
調
べ
監
督
課
の
項
か
ら

教
養
課
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

識
別
カ
ー
ド｣

を｢

特
定
消
耗
品｣

に
改
め
、
同
部
教
養
課
の
項
の
次

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
監
察
課
の
項
か
ら
通
信
指
令
課
の
項
ま
で
の
規

定
中｢

識
別
カ
ー
ド｣
を｢
特
定
消
耗
品｣

に
改
め
、
同
部
通
信
指
令
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
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交
通
指
導
課

機
動
捜
査
隊

科
学
捜
査
研
究

所 鑑
識
課

組
織
犯
罪
対
策

課 捜
査
第
三
課

捜
査
第
二
課

捜
査
第
一
課

刑
事
総
務
課

自
動
車
警
ら
隊

生
活
環
境
課

少
年
課

交
通
指
導
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

機
動
捜
査
隊
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

科
学
捜
査
研
究
所
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

鑑
識
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出

納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

組
織
犯
罪
対
策
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

捜
査
第
三
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

捜
査
第
二
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

捜
査
第
一
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

刑
事
総
務
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

自
動
車
警
ら
隊
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

生
活
環
境
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

少
年
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出

納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

研
究
所

機
械
材
料
研
究
所

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

警
察
学
校

機
動
隊

国
体
対
策
課

警
備
第
二
課

警
備
第
一
課

高
速
道
路
交
通

警
察
隊

警
察
学
校
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の

出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

機
動
隊
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出

納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

国
体
対
策
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

警
備
第
二
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

警
備
第
一
課
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を
除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

高
速
道
路
交
通
警
察
隊
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
消
耗
品(

識
別
カ
ー
ド
を

除
く
。)

の
出
納
、
保
管
及
び
記
録
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
調
整
課
長 管

理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
上
席

の
職
員

総
務
課
長

産
業
技
術

工
業
技
術

え
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
交
通
企
画
課
の
項
中｢

識
別
カ
ー
ド｣

を｢

特

定
消
耗
品｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
の
部
交
通
規
制
課
の
項
か
ら
交
通
機
動
隊
の
項
ま
で

の
規
定
中｢

識
別
カ
ー
ド｣

を｢

特
定
消
耗
品｣

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
上
欄
中｢

報
道
・
振
興
課
、
施
設
調
整
課｣

を｢

報
道
課
、
連
携
振
興
課
、
施
設
調
整
課
、

運
営
調
整
課｣

に
改
め
、
同
表
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
の
項
中

｢

審
査
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を

｢

審
査
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
課
の
項
中｢

管
理
調
整
審
査
担
当
を

命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

管
理
調
整
審
査
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
課

の
項
中｢

審
査
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

審
査
調
整
係
に
属
す
る｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
歴
史
資
料
館
の
項
中｢

資
料
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

資
料
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、

同
表
旅
券
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
の
項
中｢

生
活
衛
生
担
当
を
命

ぜ
ら
れ
た｣

を｢

生
活
衛
生
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
の
項
中｢

相
談

判
定
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

相
談
判
定
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
希
望
が
丘
学
園
の
項
、
子

ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー(

中
央
、
中
濃
及
び
東
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。)

の
項
及
び
わ
か
あ

ゆ
学
園
の
項
中｢

管
理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

管
理
調
整
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
計

量
検
定
所
の
項
中

｢

計
量
検
定
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を

｢

検
査
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
中

｢

を ｢

｣
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属
す
る
上
席
の
職
員

理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
上
席

職
員

理
課
長

セ
ン
タ
ー

旅
券
セ
ン
タ
ー

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学

総
務
部
長

管
理
調
整
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

旅
券
係
に
属
す
る
上
席
の
職
員

総
務
課
長

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

森
林
研
究
所

森
林
研
究
所

森
林
文
化
ア
カ
デ
ミ
ー

文
化
財
保
護
セ
ン
タ
ー

文
化
財
保
護
セ
ン
タ

現
代
陶
芸
美
術
館

美
術
館

博
物
館 管

理
課
長

管
理
調
整
係
に 管の 管

ー

総
務
部
長

総
務
部
長

総
務
部
長

総
務
課
長

総
務
課
長

総
務
部
長

総
務
部
長

現
代
陶
芸
美
術
館

美
術
館

博
物
館

｣

所
の
項
か
ら
生
活
技
術
研
究
所
の
項
ま
で
の
規
定
中｢

管
理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

管
理
調

整
係
に
属
す
る｣
に
改
め
、
同
表
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
の
項
及
び
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ

ミ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
中
山
間
農
業
研
究
所
の
項
及
び
河
川
環
境
研
究
所
の
項
中｢

管
理
調
整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ

｢

た｣

を｢

管
理
調
整
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
中

｢を

｣

に
改
め
、
同
表
東
海
環
状
自
動
車
道
事
務
所
の
項
か
ら
岐
阜
駅
周
辺
鉄
道
高

｣

架
工
事
事
務
所
の
項
ま
で
の
規
定
、
建
築
事
務
所
の
項
及
び
高
山
陣
屋
管
理
事
務
所
の
項
中｢

管
理
調

｢

整
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

管
理
調
整
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
中

｢

を

｣

に
改
め
、
同
表
高
等
学
校
の
項
及
び
特
別
支
援
学
校
の

｣

項
中｢

、
学
校
事
務
主
幹｣

を
削
る
。

別
表
第
三
一
の
項
中｢

審
査
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た｣

を｢

審
査
係
に
属
す
る｣

に
改
め
、
同
表
九
の

項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
百
八
十
一
号

岐
阜
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
二
株
式

会
社
大
垣
共
立
銀
行
船
町
支
店
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
九
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
一
株
式
会
社
三
菱
東
京
ユ
ー
エ
フ
ジ
ェ
イ
銀
行
の
項
中｢

株
式
会
社
三
菱
東
京
ユ
ー
エ
フ
ジ
ェ

イ
銀
行｣

を｢

株
式
会
社
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行｣

に
改
め
、
同
表
中
央
三
井
信
託
銀
行
株
式
会
社
の

項
中｢

中
央
三
井
信
託
銀
行
株
式
会
社｣

を｢

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社｣

に
改
め
、
同
表
三
菱
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ユ
ー
エ
フ
ジ
ェ
イ
信
託
銀
行
株
式
会
社
の
項
中

｢

三
菱
ユ
ー
エ
フ
ジ
ェ
イ
信
託
銀
行
株
式
会
社｣

を

｢

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社｣

に
改
め
る
。

別
表
二
株
式
会
社
十
六
銀
行
西
関
支
店
の
項
中｢

機
械
材
料
研
究
所｣

を｢

工
業
技
術
研
究
所｣

に

改
め
、
同
表
株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
船
町
支
店
の
項
中｢

株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
船
町
支
店｣

を

｢

株
式
会
社
大
垣
共
立
銀
行
本
店
営
業
部
船
町
出
張
所｣

に
改
め
る
。

( ) 平成24年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５
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